
  

古河市における木造住宅耐震改修促進事業の流れ 

申 請 者 市 

(１)耐震診断  

 

 

(２)耐震改修訪問相談  

(３)耐震改修補助  

耐震診断士の派遣 

訪問相談の実施 

補強設計 

（精密診断を含む） 

交付決定（様式２） 

耐震改修工事計画承認（様式６） 

交付申請（様式１） 

耐震改修工事計画承認申請（様式５） 

耐震改修工事 

（工事監理を含む） 

実績報告（様式７） 

補助金の交付 

耐震改修工事の契約 

（承認通知から 30日以内） 

耐震工事予定事業者決定 

事前申請（事前相談）

※「申請から補助金交付までの流れ」の確認 

市で実施する訪問相談 

耐震改修事業の概要の確認 耐震改修補助事業募集 

相談窓口 

※本申請前に事業の流れを説明 

補強設計および耐震改修工事に必要な経費の３割に相当する額
（補強設計は 10万円限度、耐震改修工事は 100万円限度）を補
助いたします。 

申請者が設計事業者と契約
することになります。 

申請者が施工事業者と契約
することになります。 

耐震改修を実施した
いが迷っている方に
お勧めします。 

市で実施する耐震診断（一般診断） 

交付の請求（様式９） 

補助金の額の確定（様式８） 


